
指定避難所
■指定避難所
災害対策基本法第49 条の７の規定に基づき、災害区分に応じて以下の施設を田野畑村の「避難所」に指定する。 
指定避難所一覧(令和5年3月作成) 
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1 北山地区総合センター
田野畑村北山２３
６－２５

北山 15 ３３－２０５１
第１分団
２部

一次 ○ ○ ○ ○ ○

3
机地区開発センター
（拓心館）

田野畑村机５４ 机 15 ３３－２９５５
第１分団
１部

一次 ○ ○ ○ ○ ○

4 池名地区公民館
田野畑村明戸３９
９－１

池名 4 -
第１分団
２部

一次 ○ ○ ○ ○ ○

5 明戸地区公民館
田野畑村明戸６９
２－１

明戸 8 ３３－２９５３
第１分団
１部

一次 × × × ○ ○

6
羅賀地区コミュニティ
センター

田野畑村羅賀１９
２－１１４

羅賀 25 -
第１分団
１部

一次 × × × ○ ○

7 拓洋台団地集会所
田野畑村羅賀１９
３－６７

羅賀 14 -
第１分団
１部

一次 ○ ○ ○ ○ ○

12 アズビィ楽習センター
田野畑村和野２７
８

西和野 30 ３４－２２２６ 第４分団 広域 ○ ○ ○ ○ ○

13 アズビィ体育館
田野畑村和野２７
８

西和野 100 ３４－２３３２ 第４分団 広域 ○ ○ ○ ○ ○

14 アズビィホール
田野畑村和野２７
８

西和野 115 - 第４分団 広域 ○ ○ ○ ○ ○

15 田野畑中学校
田野畑村松前沢８
７

田野畑 100 ３４－２３０１ 第４分団 広域 ○ ○ ○ ○ ○

16 道の駅たのはた 田野畑村菅窪 菅窪 40 - 第４分団 広域 ○ ○ ○ ○ ○

17 思惟創館
田野畑村菅窪１５
１－６１

菅窪 15 - 第４分団 二次 ○ ○ ○ ○ ○

24
切牛地区公民館
（望洋館）

田野畑村切牛３７
－９

切牛 67 -
第２分団
２部

一次 ○ ○ ○ ○ ○

25 黎明台団地集会所
田野畑村切牛１０
９－５３

切牛 18 -
第２分団
１部

一次 ○ ○ ○ ○ ○

27
島越地区消防防災セ
ンター

田野畑村島越１９
７

島越 5 ３３－２３１８
第２分団
１部

一次 ○ ○ ○ ○ ○

一次 ○ ○ ○ ○ ○

37
特別養護老人ホーム
寿生苑

田野畑村田野畑１
２０－１８

田野畑 8 ３３－３２２１ 第４分団 福祉 ○ ○ ○ ○ ○

38
中城興産㈱
グループホームつくえ

田野畑村机２９９ 机 8 ３３－３５００
第１分団
２部

福祉 ○ ○ ○ ○ ○

39
障害者福祉作業所
ハックの家

田野畑村菅窪２０
－２

菅窪 8 ３４－２３０３ 第４分団 福祉 ○ ○ ○ ○ ○

 ※ホテル羅賀荘は、津波災害の場合に限り、宿泊者の一次避難所として指定する。
 ※寿生苑、リアス倶楽部、グループホーム机、ハックの家は、災害時避難行動要支援者を対象とした福祉避難所として指定する。
 ※一次避難所とは、災害発生時に一次避難場所から避難する最寄り（地域）の避難所である。
 ※二次避難所とは、一次避難所からより安全な設備の整った施設に集団避難する広域的避難所である。
　     なお広域避難所のうち、アズビィホール避難所は、全ての災害発生時において自動開設とする。
※避難収容人員は、収容面積に対しソーシャルディスタンスをとった人数配置の目安として算出している。
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第1分団
１部

36 ホテル羅賀荘
田野畑村羅賀６０
－１

羅賀 100 ３３－２６１１
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